
特
許
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
証
明
等
を
制
限
す
る
情
報
と
し
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
通

常
実
施
権
者
等
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
を
定
め
る
こ
と
。

第
二

特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
証
明
等
の
制
限
の
例
外
と
な
る
場
合
と
し
て
、
通
常
実
施

権
等
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
利
害
関
係
を
有
す
る
部
分
に
つ
い
て
請
求
す
る
場
合
を
定
め
る
こ
と
。

第
三

通
常
実
施
権
等
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
利
害
関
係
を
有
す
る
部
分
に
つ
い
て
証
明
等
を
請
求
す
る
場
合
の

手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

第
四

仮
専
用
実
施
権
及
び
仮
通
常
実
施
権
の
登
録
を
す
る
原
簿
と
し
て
特
許
仮
実
施
権
原
簿
を
創
設
す
る
こ
と
。

第
五

仮
専
用
実
施
権
及
び
仮
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
職
権
に
よ
り
登
録
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

第
六

仮
専
用
実
施
権
及
び
仮
通
常
実
施
権
の
登
録
の
申
請
書
の
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

第
七

仮
専
用
実
施
権
及
び
仮
通
常
実
施
権
の
登
録
の
申
請
を
却
下
す
る
場
合
を
定
め
る
こ
と
。

第
八

専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
の
登
録
の
申
請
書
の
記
載
事
項
か
ら
、
対
価
の
額
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
九

そ
の
他
関
係
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



第
十

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
と
す
る

こ
と
。


